
多摩区

第８期多摩区地域福祉計画策定
の方向性について

資料４
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1.「地域福祉計画」とは
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（１）計画策定の趣旨と概要1

• 地域福祉計画は、社会福祉法第107条に規定する市町村計画として、策定について努力義務あり。

• 具体的には、地域福祉の推進の理念に加えて、地域の生活課題を解決するための包括的な支援体制づくりに

努めることとされている。

• 国では、「地域共生社会」の実現に向け、地域福祉計画の策定に当たっては、高齢者だけでなく、地域住民

が直面する課題を共有し、地域づくりやそのための仕組みづくり行うなどの視点を重視。

• 本市でも、同趣旨の取組として、「地域包括ケアシステム推進ビジョン」を関連個別計画の上位概念として、

関連個別計画を横につなぎ、施策を推進。

• 本市の地域福祉計画は、市総合計画を踏まえ、地域福祉を

進めるための「理念」と「仕組み」をつくる、

福祉に関する上位計画として、地域包括ケアの理念等を

実現するための実行的な計画に位置付けている。

【計画の位置づけ】
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（２）計画策定の経過と期間等1

• 全国的に地域包括ケアシステムの構築が求められてきた中、
本市では、H27.3に「地域包括ケアシステム推進ビジョン」
を策定。

• 本市の地域福祉計画については、第７期計画に至るまで、
市計画と区計画をそれぞれ策定。

• 第７期計画から、市計画では、推進ビジョンの基本的な５
つの視点に合わせて、分野（高齢、障害、児童等）をまた
いで共通して取り組むべき事項を掲載する計画に変更。

• 次期（第８期）計画でも、関連する個別計画と整合を図る
ため、計画期間を３年間とし、令和９～11年度とする。

【計画期間】

【川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン】
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２.第８期計画について
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（１）第８期計画の全体像について２

市地域福祉計画 各区地域福祉計画

【第７期まで】

市地域福祉計画 各区地域福祉計画

＋独自ツール（取組集などの冊子等）

全市的な方針・
共通する取組

【第８期から】

基本理念

方針・取組

基本目標

区・地域ケア圏域の
特徴・資源

基本理念

方針・取組

基本目標

一体的に
推進

区ごとの
独自方針・取組

区・地域ケア圏域
の特徴・資源

基本目標（共通）

基本理念（共通）

• 「基本理念」「基本目標」は市と区で共通となり、「方針・取組」は市と各区がそれぞれ設定する。

• 市計画とあわせて、区ごとの独自方針や重点的な取組をまとめた区計画を掲載した冊子とする。

• 区計画には区域や地域包括ケア圏域の概況（統計情報・実態調査結果）も掲載する。

• 体裁は「Ａ４横」に変更。一区あたり約十数ページを想定。

→ これまで別々に設定していた「基本理念」「基本目標」を統一化することによって、

一体的な施策を推進できる。

• 区計画を補完する「独自ツール」（取組集などの冊子等）を作成する。
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（２）計画の構成案２

※現時点での構成案であり、今後、具体的な検討の中で調整予定。
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（３）多摩区の独自ツールの作成について２

区計画を補完する形で作成する“独自ツール”

→区計画に位置付けた重点方針の事業・取組等について紹介するブックレット（小冊子）

作成を検討。

川崎区地域包括ケアシステム紹介パンフレット
（令和7年3月発行）

《作成イメージ》

【工夫するポイント】

区民にとって読みやすく、手に取ってもらいやすいよう、写真やイラストを活用しな

がら作成（具体的な内容については、来年度の会議での意見交換を踏まえ検討）。

多摩区地域包括ケアシステム紹介パンフレット
地ケアＴＡＭＡ Vol.5（令和5年9月発行）
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３.地域福祉計画策定にあたって
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（１）計画策定にむけた地域福祉実態調査について３

市民の地域福祉に関する意識を多面的に調査することにより、地域における生活課題を明らかにし、

『第８期川崎市地域福祉計画』の策定に必要な基礎資料を得る。

→ 次期地域福祉計画の効果的な施策の検討に活かす。

• 調査の目的

※ 現在取りまとめ中のため、調査概要の詳細については次年度の会議にて説明させていただきます。

地域の生活課題に関する調査
（市民アンケート）

地域福祉活動に関する調査
（団体アンケート・団体ヒアリング）

対象者 成人男女7,000人（各区1,000人程度）

調査方法 郵送配布・ＷＥＢ回答

※70歳以上：全員に紙調査票を配布

※70歳未満：希望者には紙調査票を追加配布

調査時期 令和７年10月下旬～11月下旬

対象者 市内で地域福祉活動を行う団体

【アンケート】400団体程度（各区60団体程度）

【ヒアリング】35団体程度（各区５団体程度）

調査方法 【アンケート】郵送配布・ＷＥＢ回答

※希望団体には紙調査票を追加配布

【ヒアリング】区職員によるヒアリング

調査時期 【アンケート】令和７年10月下旬～11月下旬

【ヒアリング】令和７年10月～11月

• 調査の概要
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（２）計画策定スケジュールについて３

令和８年度令和７年度

３月２月１月12月11月10月９月８月７月６月５月４月
３
月

２
月

１
月

12
月

11
月

10
月

９
月

８
月

７
月

意見交換・情報共有・実態調査 第８期多摩区地域福祉計画策定

第1回会議
（6月27日）

第2回会議
（3月16日）

第1回会議
（6月予定）

第2回会議
（7～8月予定）

第3回会議
（9～10月予定）

第4回会議
（1月予定）

令
和
９
年
３
月

第
８
期
多
摩
区
地
域
福
祉
計
画

地域福祉実態調査
ヒアリング／アンケート

10月～12月実施

パブリック
コメント

11～12月頃予定

市民説明会
12月予定

第７期多摩区地域福祉計画期間 令和６（2024）年度～令和８（2026）年度

第8期計画策定
の方向性について

意見交換

第8期計画策定
骨子案について

意見交換

第8期計画策定
具体案について

意見交換

第8期計画策定
素案について

意見交換

第8期計画案
の確認

※市の動向により、スケジュールが変更となる可能性があります。
（他計画との調整を図る必要性があるため）
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